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三

目
次
の
改
正
規
定（「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十

一
条
の
三
」
に
、「
第
七
十
七
条
」
を
「
第
七
十
七
条

の
二
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
第
七
条
の
改
正

規
定
、
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
二
章
の
次
に
一
章

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
、

第
八
十
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
八
十
一
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、第
八
十
二
条
の
改
正
規
定（「
前
条
」

を
「
第
八
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
次
条
の
規
定

平
成
二
十
年
十
月
一
日

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
一
項
各
号
に

定
め
る
」
を
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
日
欧
協
定
又
は
日

シ
協
定
」
を
「
相
互
承
認
協
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中「
日
欧
協
定
第
九
条
４
又
は
日
シ
協
定
第
五
十
三
条
４
」

を
「
相
互
承
認
協
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
欧
州
共
同
体
又
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
」
を
「
外
国
」
に
改
め
、「
欧
州
共
同
体
の
指
定
当
局

（
日
欧
協
定
第
一
条
１
é
に
規
定
す
る
指
定
当
局
を
い

う
。）又
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
の
指
定
当
局
（
日
シ
協

定
第
四
十
五
条
１
é
に
規
定
す
る
指
定
当
局
を
い
う
。）が

行
う
」
を
削
り
、「
日
欧
協
定
第
一
条
１
è
又
は
日
シ
協
定

第
四
十
五
条
１
è
に
規
定
す
る
」
を
「
相
互
承
認
協
定
の

規
定
に
よ
り
外
国
の
当
局
が
行
う
」
に
改
め
る
。

（
弁
理
士
と
な
る
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に

弁
理
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
後
の
弁
理
士
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第

七
条
に
規
定
す
る
弁
理
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の

と
み
な
す
。

（
弁
理
士
試
験
の
筆
記
試
験
の
免
除
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
弁
理
士
法
第
十
一

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
の
弁
理
士
試
験

の
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
次
回
の
弁
理
士

試
験
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日
以
後
に
行
う

も
の
に
限
る
。）の
筆
記
試
験
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定

は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日
以
後
に
行
う
弁

理
士
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
及
び

論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
い
て
新
法
第
十
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
新
法
第
十
一
条
第
二
号
の

政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
が
相
当
と
認
め
る
成
績
を
得

た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
法
第
十
一
条
第
四
号
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第

二
号
に
定
め
る
日
以
後
に
新
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規

定
す
る
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
た
め
に
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学

院
の
課
程
に
進
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し

た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
機
器
」
と
は
、
特
定
輸

出
機
器
及
び
特
定
輸
入
機
器
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
輸
出
機
器
」
と
は
、
相

互
承
認
協
定
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
（
以
下
「
外
国
」

と
い
う
。）が
当
該
相
互
承
認
協
定
の
規
定
に
よ
り
適
合

性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
通
信

端
末
機
器
、
無
線
機
器
及
び
電
気
製
品
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
輸
入
機
器
」
と
は
、
我

が
国
が
相
互
承
認
協
定
の
規
定
に
よ
り
適
合
性
評
価
手

続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
通
信
端
末
機

器
、
無
線
機
器
及
び
電
気
製
品
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
合
性
評
価
機
関
」
と
は
、

相
互
承
認
協
定
に
規
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
適
合
性

評
価
手
続
を
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
登
録
」
と
は
、
相
互
承
認
協

定
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録

を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
外
適
合
性
評
価
事
業
」
と

は
、
特
定
輸
出
機
器
に
関
す
る
適
合
性
評
価
手
続
を
実

施
す
る
事
業
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
八
項
各
号
に
係
る
」を「
相

互
承
認
協
定
ご
と
に
、
か
つ
、
相
互
承
認
協
定
に
規
定
す

る
外
国
の
関
係
法
令
等
の
別
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
日
欧
協
定
第
九
条
１
及
び
２

又
は
日
シ
協
定
第
五
十
三
条
１
及
び
２
」
を
「
相
互
承
認

協
定
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性

評
価
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
指
定
基

準
」
を
「
相
互
承
認
協
定
に
規
定
す
る
指
定
基
準
で
あ
っ

て
、
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
応
じ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
十
条
中
「
日
欧
協
定
又
は
日
シ
協
定
」
を
「
相
互
承

認
協
定
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
日
欧
協
定
第
八
条
７
又
は
日
シ
協
定
第

五
十
二
条
６
の
規
定
に
よ
り
日
欧
合
同
委
員
会
又
は
日
シ

合
同
委
員
会
か
ら
」
を「
相
互
承
認
協
定
の
規
定
に
よ
り
」

に
、「
事
項
に
つ
い
て
通
報
が
あ
っ
た
」
を
「
処
分
が
行
わ

れ
た
」
に
改
め
る
。

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

（
通
関
業
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改

め
、「
弁
護
士
法
人
が
行
う
業
務
」
の
下
に
「
又
は
弁
理

士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
四
条
第
二

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
弁

理
士
が
行
う
業
務
若
し
く
は
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に

よ
り
特
許
業
務
法
人
が
行
う
業
務
（
同
法
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を

加
え
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
九
十
三
条
中
弁
理
士
法
第
四
十
六
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。

第
三
百
九
十
三
条
中
弁
理
士
法
第
五
十
二
条
の
次
に

四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。第

四
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
許
業
務
法
人
を
代
表
す
る
社
員
は
、
定
款
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の

行
為
の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

法
律
第
九
十
二
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及

び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外

国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

第
一
条
中
「
相
互
承
認
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
共
同

体
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
欧
協
定
」
と
い
う
。）及
び

新
た
な
時
代
に
お
け
る
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国

と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
シ

協
定
」
と
い
う
。）」
を
「
相
互
承
認
協
定
」
に
改
め
、「
我

が
国
と
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
間

の
」
を
削
り
、「
の
輸
出
入
」
を
「
に
係
る
製
造
、輸
出
入
、

販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
相
互
承
認
協
定
」と
は
、

我
が
国
が
締
結
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
う

ち
、
我
が
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
が
、
適
合
性
評

価
手
続（
特
定
の
機
器
が
各
締
約
国
の
関
係
法
令
等（
特

定
の
機
器
に
関
す
る
法
令
及
び
そ
の
運
用
に
関
し
各
締

約
国
の
当
局
が
発
す
る
告
示
そ
の
他
の
定
め
を
い
う
。

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
定
め
る
技
術
上
の
要

件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
の
手

続
を
い
う
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
結
果（
当

該
結
果
の
表
示
及
び
証
明
書
を
含
む
。
第
三
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
確
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
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